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不動産業者から見た住宅福祉の連携の必要性

～住宅確保要配慮者の住まいの確保から地域で暮らし続けるために～

阪井土地開発株式会社
岡山県知事（７）第３６４１号

700-0973 岡山市北区下中野325-105
宅地建物取引士 永松千恵

平成29・30・令和元年度国土交通省多世代交流型住宅ストック活用推進事業

【長野県居住支援協議会】 令和2年2月6日於塩尻市市民交流センター（えんぱーく） 資料９



NPO法人おかやまUFE

岡山市北区東古松4-4-22
サクラソウ501

○疾患や障がいがある人々が安心して暮らせる地域づく
りのための取組
○よるカフェうてんて（精神障がい者や家族等のためのカ
フェ）の運営
○シェルター（精神障害者と家族等の）ための事業
○「住まいと暮らしのサポートセンターおかやま」を運営
（国土交通省平成29･30・令和元年度補助事業）

精神障がい者や生活困窮者、刑
余者など、様々な方が暮らす賃貸
マンション「サクラソウ」

阪井土地開発株式会社
岡山県知事（７）第３６４１号

（代表取締役：阪井ひとみ）

岡山市北区下中野３２５－１０５

○宅地建物取引業者（まちの不動産屋さん）

○年末年始は管理業務の一環として、年越しそば
とお雑煮を「サクラソウ」にてふるまい居場所提供

岡山県精神科医療センター近
く、長期入院者の退院後の住
まいとなっている「ときわそう」

精神障がい者など、住宅確保要配慮者暮らす管理物件

阪井土地開発と関連する法人

通称：阪井のおばちゃん
（ひとみちゃん）

株式会社かいしゃ

岡山市北区岩田町5-7

○精神障害者が働くカレー屋及び精神歴史資料館
の運営・管理
○奇数月の第１土曜日13時から、精神科医をはじ
めとする精神医療今昔放談会の開催
○イベント企画や居場所「カイロス」や「うてんて」の
管理・運営

お部屋の斡旋・契約
建物の維持・管理

日常の建物管理ととも
に行う見守り

入居者の
日中活動場所の提供

居場所の提供
住まいと暮らしの相談



医療（病院地域連携室）、訪問看護（Ns、Psw）、介護（ｹｱﾏﾈ、ﾍﾙﾊﾟｰ等）

転居する事情の発生 Step2 暮らしの安定 Step3 地域への定着

健康上の理由

金銭面の理由

家族や近隣等の関係上の
理由

福祉（福祉事務所、社会福祉協議会、等）

行政（福祉事務所、保健所、地域包括ケア、民生委員、自治会等）

Step1 住まいの確保

出典：平成２８年３月 地域包括ケア研究会報告書

個人が尊厳ある生活を地域の中で送るためには、居住環境が整備された住宅を個人
が選択できることが前提となる。【地域包括ケア研究会報告書（厚生労働省）】

住まいの確保から地域への定着まで

Step1 住まいの確保
○「暮らしの安定」のためには、医療・介護のほか、様々な福祉サービスがあるが、その多くは「住まい（＝
住所地）」があることが前提

○本人が住みたい場所、安心・安全に暮らし続けられる住まいを確保することが「暮らしの安定」に向けた
「一丁目一番地」

Step2 暮らしの安定
○住宅確保要配慮者が安心・安全に暮らし続けるための様々な福祉サービスの存在
○支援者は、利用者の健康状態や意向、家族の状況などを随時把握
○体調の変化があり、一時的に入院等される場合には、事前に管理会社に連絡したほうがいいケースも。
○自立に向けた日中活動（A型事業所やB型事業所・デイサービス）

Step3 地域への定着
○地域との助け合いや関わりは、お互いを理解し、生活の質を豊かにするきっかけに
○みんな食堂や地域活動に参加し、自分の存在を知ってもらう地域活動に参加し地域一員に

○民間賃貸住宅を借りるためには、連帯保証人又は緊急連絡先の確保が必須
○「暮らしの安定」の支援の利用者には、保健師、ケースワーカー、ケアマネなどの担当相談員が存在

これらの支援者が緊急連絡先となる場合もあるほか、入居後の状況把握や緊急時の対応方法の相談など、支
援者との連携により安心して住まいを提供することが可能に



【不動産屋さん】お部屋探しからお部屋に入るまで

不動産会社

来店・お部屋探し

内見・案内

ご契約

入居申し込み

審査結果の連絡

ご入居

鍵渡し

手配事

契約費用の支払い

入居審査

ご入居者さん

ポイント
生活をイメージして、家賃・間取り・立地・
設備などの希望があると探しやすい。

１ １

２ ポイント
お部屋は自分の目で確認することが大切。
交通機関や近所の雰囲気も確認。

お部屋の使い方のきまりや、地域のルー
ルを確認。よくあるトラブルも聞いてみる。

２

３

家賃債務保証会社と契約

連帯保証人を頼める人に連絡

連帯保証人を頼める人がいる

連帯保証人を頼める人がいない

連帯保証人が準備するもの

身分証明書
運転免許証、パスポート、

住民票、マイナンバーカード

印鑑証明書 実印

連帯保証人をお願いする
のはこんな人

◯ご家族（両親、兄弟など）

◯このほか、支援者の連絡先を必
要とすることもあります。
（例）
・医療・介護関係

ケースワーカー、ケアマネ、相談
支援専門員、訪問看護、ヘル
パー、精神保健福祉士、医師
・権利擁護・金銭管理関係

弁護士、司法書士、行政書士、
社会福祉士

※家賃債務保証会社を利用する不動産会社さんがほとんどです。提出書類や情報は、家賃債務会社により異なります。
ただし、ご本人さんと連帯保証人さん等へ連絡が入りますので、必ず連絡がとれる電話番号を記載してください。

契約に必要なもの
（ご入居者さんが用意するもの）

身分証明書
運転免許証、パスポート、
住民票、マイナンバーカード

銀行印 預金通帳

ポイント
入居申込書に記入。契約するときには、
身分証明書や印鑑などが必要です。

３

連帯保証人さん

ポイント
電気・ガス・水道会社に連絡をして、利用
手続を行ってください。ガスの開栓には立
会いが必要なので、希望日時を決めてか
ら連絡しましょう。

44

ポイント
入居前に、居室に不具合等がないか確認。

損傷や不具合などがあれば、管理会社に
相談をしてから入居しましょう。

5
5

□ドアや窓、収納扉の建付け
□フローリングや畳の汚れ、傷み
□換気扇の動作
□水まわりの漏れや流れ具合
□ベランダの汚れ
□排水溝の詰まり

入居前に確認する
お部屋のポイント



低所得者
（生活保護受給者含む）

高齢者 障害者
子育て世帯

（ひとり親・多子世帯）
DV被害者

児童養護施設
退所者

関係者の連携

ハード面の供給

連帯保証人・緊急
連絡先の確保

入居支援等
（相談、住宅情報、契約
サポート、コーディネート

等）

生活支援
の提供

住宅確保要配慮者等に対する居住支援施策（見取り図）【厚労省資料を一部改変】

対象者

支援施策

公的賃貸住宅（公営住宅・地域優良賃貸住宅等）★

母子生活支援施設★

社会的養護自立支援事業★
(ひとり親及びDV被害者は、母子生活支援施設や婦人保護施設等の施設退所者に限る）

民間賃貸住宅（新たな住宅セーフティネット制度）：①登録住宅（ （入居拒否しない住宅） ★、②専用住宅（改修費補助・低所得者の家賃低廉化）★【新設】（※１）

居住支援協議会★、居住支援法人（新たな住宅セーフティネット制度）【新設】●（※１）

日常生活自立支援事業

住宅確保要配慮者等に対する効果的な居住支援の実現に向けては、①居住支援協議会が関係者の連携ネットワークを構築しつつ、②ハード面の
供給、③連帯保証人・緊急連絡先の確保、④入居支援等、⑤生活支援の提供、の５本柱で進めていくことが必要。

居住支援法人（新たな住宅セーフティネット制度）：①居住支援法人による家賃債務保証●、②住宅金融支援機構による家賃債務保証保険【新設】（※１）

ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅★

家賃債務保証会社（民間）：①一定の要件を満たす家賃債務保証会社を登録☆、②住宅金融支援機構による家賃債務保証保険【新設】（※１）

居住の安定確保支援事業
（生活保護受給者）★

（※１）新たな住宅セーフティネット制度については、関連法案を平成29年2月3日に閣議決定、4月26日に公布。
（※２）課題である障害者の高齢化・重度化に対応するため、重度障害者に対応したグループホームを創設予定（H30年度～）
（※３）高齢者向けの施策として、上記のほか「低所得高齢者等住まい・生活支援モデル事業」により、①住まいの確保支援、②入居支援及び生活支援を実施（H26～）

婦人保護施設●

婦人相談所一時保護施設●

母子・父子自立支援員★

ひとり親家庭等
生活向上事業★

婦人保護事業★
社会的養
護自立支
援事業★

児童養護
施設退所
者等に対
する自立支
援資金貸
付事業●

居住支援協議会（基礎自治体レベルの活動の充実）★

保護施設★

一部の無料低額宿泊所等

：国交省

：厚労省

：共 管

☆：国
★：都道府県、市町村
●：都道府県
▲：市町村

【施策】 【実際の措置等】

福祉ホーム★

地域移行支援▲

地域生活支援事業
（居住サポート事業等）★

障害福祉サービス等
（居宅介護・地域定着支援等）▲

[介護予防・日常生活支援総合事業]

地域支援事業▲
高齢者の安心な住まいの
確保に資する事業

特別養護老人ホーム★
認知症高齢者グループホーム▲

養護老人ホーム★
軽費老人ホーム★
有料老人ホーム★

介護保険サービス▲

障害者グループホーム
（共同生活援助を行う場）▲

(※２)

無料低額宿泊所等

保護施設★

5

安否確認

総合相談

総合相談

ひとり親家庭等
日常生活支援事業★

生活援助

金銭管理契約援助

総合相談

生活困窮者自立支援制度（居住支援）★

介護 介護

契約援助 総合相談

総合相談 金銭管理

総合相談

総合相談



仕事・生きがい

保健・医療

食事・生活支援

住まい

権利擁護

岡山パブリック法律事務所
岡山未成年後見人センターえがお
高齢者・障害者支援ネットワーク

岡山県社会福祉士会
岡山市社会福祉協議会

岡山県居住支援協議会
岡山県住宅課・岡山市住宅課（公営住宅等）

高齢者福祉サービス
障害福祉サービス（訪問系）

当事者

おかやまUFE
おかやま入居支援センター
岡山・ホームレス支援きずな
ケンジャミン・フランクリン

子どもシェルターモモ
フードバンク岡山

ほっと岡山
更生保護施設 古松園

岡山県宅地建物取引業協会
岡山県不動産協会
高齢者住宅財団
住まいと暮らしのサポートセンターおかやま
阪井土地開発（株）

地域包括支援センター
岡山保護観察所

岡山県精神保健福祉センター
岡山市こころの健康センター
岡山市各区保健センター

順不同

岡山済生会総合病院
河田病院
川崎医科大学総合医療センター
佐藤医院
山陽病院
慈圭病院
なかのクリニック
のぞみクリニック
林道倫精神科神経科病院
万成病院岡山大学病院

岡山県精神科医療センター
東古松サンクト診療所

寄り添いサポートセンター

ふぁみりお
フィールド
（株）かいしゃ

岡輝公民館
福祉交流プラザ岡輝
シルバー人材センター
ハローワーク

暮らしを支えるNPO法人や関係団体・行政機関

公的組織

民間組織

【配布資料】
○平成30年2月16日【平成29年度厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害福祉課都道府県係長会議】
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築について精神障害者の地域生活を支援する～保健医療福祉民間企業それぞれの連携による地域における支援体制づくり～
○平成30年度岡山市市民協働モデル事業 住まいと暮らしに困り事を抱えている人の居住定着を目指した相互支援・相談支援事業



民間賃貸住宅
・住宅確保要配慮者

市営住宅等

保健医療機関

・岡山県精神保健福祉センター
・岡山市こころの健康センター（保健所）
・岡山大学病院
・佐藤医院
・独立行政法人岡山県精神科医療センター
・のぞみクリニック
・東古松サンクト診療所

支援団体

・一般社団法人ほっと岡山
・NPO法人おかやまUFE
・NPO法人岡山けんかれん
・NPO法人おかやま入居支援センター
・NPO法人岡山・ホームレス支援きずな
・NPO法人子どもシェルターモモ
・NPO法人フードバンク岡山
・岡山市社会福祉協議会
（寄り添いサポートセンター）
・（株）ケンジャミン・フランクリン
・（株）かいしゃ
・阪井土地開発（株）

居場所

・岡山市立岡輝公民館
・岡輝みんな食堂プロジェクト（岡輝中学校区内）
・NPO法人おかやまUFE（うてんて食堂）
・NPO法人岡山・ホームレス支援（安楽亭）

高齢者や生活困窮者や精神障がい者などをはじめとする住宅確保要配慮者の
住まいと保健医療・支援団体・展開する居場所との位置関係

【配布資料】
○平成30年2月16日【平成29年度厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害福祉課都道府県係長会議】
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築について精神障害者の地域生活を支援する～保健医療福祉民間企業それぞれの連携による地域における支援体制づくり～
○平成30年度岡山市市民協働モデル事業 住まいと暮らしに困り事を抱えている人の居住定着を目指した相互支援・相談支援事業



■【間取り図】1K 2K（反転タイプ有） ※現況を優先します。

築年月 昭和63年10月

構造 鉄筋コンクリート造地上7階建

戸数 54戸（2K：14室1K：40室）

共用設備 オートロック玄関、エレベーター、共用
スペース（喫煙場所）

設置物 自動販売機（飲料水、たばこ）、自転車
置場（原付可）

■建物概要■賃貸物件概要

家賃 37,000円

敷金・礼金 敷金2ヶ月礼金1ヶ月

共益費 1,500円

賃貸保証 JID 高齢者住宅財団

町内会費 200円

入居条件 火災保険又は
少額短期保険加入

建物名 サクラソウ

所在地 岡山市北区東古松四丁目4-22

公共交通機関 JR宇野・瀬戸大橋線 大元駅 ／ バス停留所 東古松

サクラソウの概要①

■周辺地図

セーフティーネット制度登録住宅



サクラソウの概要②

○抱えている状況

※平成30年1月28日現在
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生活保護 精神障がい 刑余者 ホームレス
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親族 おかやま入居支援センター

高齢者住宅財団 その他の団体

○保証人○年齢層

法人契約

事務所 ２戸

シェルター ３戸

未成年（後見） １戸

個人契約 住居 ４５戸

○契約状況

男性

36人

（78%）

女性

10人

（22%）

○入居者数 ４６人



■【間取り図】2DK（反転タイプ有）※現況を優先します。

築年月 平成6年-月築

構造 木造2階建

戸数 4戸（2DK）

電気・ガス
水道

中国電力・岡山ガス（都市ガス）
上下水道

浴室 給湯・シャワー

■建物概要■賃貸物件概要

家賃 44,000円

敷金・礼金 敷金2ヶ月礼金1ヶ月

共益費 込 円

賃貸保証 JID 高齢者住宅財団

町内会費 200円

入居条件 火災保険又は
少額短期保険加入

建物名 サンシティー A棟

所在地 岡山市北区平田110-137

公共交通機関 バス停留所 平田 徒歩3分

サンシティーの概要

■周辺地図

一般賃貸住宅（主に要配慮者が入居）

トイレ ウォシュレット付

エアコン エアコン1台有

照明器具 シーリングライト（全室）

駐車場 1台込
（2台目駐車場：5000円）

※ 登録住宅ではないが、主に高齢者・障害者・ひとり親世帯からの入居相談があった際に、斡旋している物件
（現入居４世帯の内訳：単身高齢者世帯（１戸）、障害のある子供のいる世帯（1戸）、一人親世帯（２戸））

※ 家賃は、近傍同種では６万円程度のところ、岡山市の住宅扶助（２人世帯）の上限額相当に設定



（入居者について）
○ 高齢者になってからの賃貸住宅への住み替えでは、初期費用（敷金、礼金など）が確保できない、または、緊急連絡人や連帯保
証人がいないなどのケースでは、物件の確保が難しい。

○ 要配慮者（特に、高齢者、精神障害者）については、長年住み続けている方が多く、本人を取り巻く地域コミュニティーが既に構築
されている方も多いが、 一方で、健康状態の変化によって、必要な支援や周囲の理解を得られないために、やむを得ず、施設への
入所を選択せざるを得ない方も少なくない。
要配慮者の特性として、住み慣れた環境が変わると、認知症のある高齢者や、精神的に不安定になる障害者では、環境変化へ適

応するのに時間がかかる方が多く、同じ住まいに長く住み続けられることはとても重要である。

（建物、オーナーについて）
○ 木造の賃貸住宅の場合、１棟あたりの規模が数戸と小さいため、１人の入居者の入退去が経営に与える影響が大きく、長く住み
続けていただけることのメリットは非常に大きい。その点において、比較的長く住み続ける傾向のある要配慮者の入居は、オーナー
にとってのメリットの一つと考えられる。

○ 住宅SN制度の登録住宅をはじめ、現状の要配慮者が入居する賃貸住宅は、一般的に、ローンの支払いを終えた、築20年以上の
建物（木造）が多くみられる。

○ 木造の賃貸住宅は、修繕や日常管理に要する負担が比較的少ないため、ローンの支払いを終えていれば、比較的低廉な家賃設
定と最低限の手間（負担）によって建物を維持・管理することができる。

これらのメリットを踏まえると、賃料の安定確保（滞納の防止、緊急時の連絡先の確保等）や、入居中の入居者の生活が安定す
るための支援などがあれば、賃貸住宅を要配慮の「終の住処」として活用していただける可能性は高い。

サクラソウなど、要配慮者の住まいについて
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課題



○ 障がい者やホームレスなど、住まいの確保が難しい方は、親族などの緊急連絡先がない方が少なくない。

○ 福祉サービスの利用があれば、相談支援専門員やケースワーカーなどの支援者がいる場合もあるが、
制度の枠内で対応できず、これらの支援者にお願いできない場合もある。

○ また、福祉サービスの利用がなく支援者がいない方も少なくない。

○ このような方は連絡先が管理会社しかなく、居室外で生じた案件でも、警察や医療機関等から対応を求められる。

○ 緊急対応を要する際に、新たに行政や相談支援専門員などの支援者を探す時間的余裕はなく、当面の対応は管理
会社が行うこととなる。

○ また、適切な機関で対応してもらうために、行政や福祉サービスとの連絡・相談を管理会社が行うこととなる。

緊急連絡先や支援者がおらず、管理会社が連絡先に

管理会社からみた困難さ

まずは管理会社で対応せざるを得ないケースも少なくない

不動産屋さんの仕事は、「住まいの売買・賃貸借」と「契約や建物・設備等の管理」
→ 入居者の生活支援や医療・福祉の制度に関する知識・ノウハウは、本来、もっていない。
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ご参考までに：NPO法人おかやまUFE
住まいと暮らしのサポートセンターおかやま

特定非営利活動法人おかやまUFE
700-0921 岡山市北区東古松4-4-22サクラソウ501

TEL（086）231-0841 FAX（086）231-0842
https://utenti.click/

平成29・30・令和元年度国土交通省多世代交流型住宅ストック活用推進事業

https://utenti.click/


○岡山県の空き家数 約14万戸
○住宅総数に占める割合 15.8％（全国9位）
○県東部や県西部における空き家率が高い
→ 美作市26.5%を筆頭に、高梁市、井原市、備前市
では空き家率が20％以上

○岡山県の賃貸用物件の空き家の増加率は、全国
ワースト２位（Ｈ20→H25）

岡山市における住宅確保要配慮者と住宅ストックの現状
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岡山県の空き家率と戸数

賃貸または売却用の住宅 その他の住宅 岡山 全国

住宅ストックの現状 住宅確保要配慮者の現状

○岡山市の総人口は平成27年から減少傾向の予想
平成27年度 712,548人→平成38年度 698,536人
○高齢化率は年々上昇し、今後も上昇の見込
平成27年度 24.9％ → 平成37年度 27.3％
○特別養護老人ホームやグループホームなどの福祉
施設は待機者を抱える
（例）特別養護老人ホーム（定員2,228名）の待機者
は6,000人を超える

今後の人口減少社会を踏まえれば、新たな福祉施設の建設は非合理的であり、可能な限り、
地域における「受け皿」となる、住まいを確保することが求められている。 15



地域コミュニティ
（主として地方部）

<建設業者>
・建物診断
・ﾘﾌｫｰﾑ相談

<建築士・弁護士・会計士>

<宅建業者>
・相談，仲介
・住替先紹介

<管理業者> <税理士>

<農林漁業者など>

○既存住宅所有者 ○地域内での住替え検討者 ○移住・二地域居住の検討者
○地域内で事業を実施しようとする利活用検討者 ○自ら住まいの確保が困難な者

地方公共団体専門家・専門業者

○住宅部局
・物件情報、住替、改修支援

○福祉部局
・福祉ｻｰﾋﾞｽ、医療介護支援

○地域振興部局
・就学、就職支援、定住相談

相談・意見情報提供・提案

＜相談体制事業のイメージ＞

多世代交流型住宅ストック活用推進事業 （平成２７～３１年度）

<NPO・住民活動団体>
・定住相談、生活相談
・就職相談
・要配慮者の入居支援
・介護・福祉ｻｰﾋﾞｽ
・定住後のﾌｫﾛｰ体制
・体験交流ｲﾍﾞﾝﾄ開催

官民連携により体制整備

既存住宅の有効活用や住替え等に関する相談窓口の設置

相談業務の実施

○住宅に関する総合的な相談をワンストップで受け付ける体制を整備のうえ各事業者間の連携を調整し、さらに、
モデル的な取組みを行おうとする者に対して、国がその実施に要する費用の一部を補助することにより、既存住宅等
の多世代にわたる持続的な利用を通じて、住替え、移住または二地域居住などの多様なライフスタイルが促進され、
地域活性化が図られることを目的とする。

＜事業目的＞

<ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ、社会福祉士>
16



住まいと暮らしのサポートセンター（すまサポ）設立の経緯

「親亡き後」の住まいについての両親の悩み

• おかやまＵＦＥでは、この相談事業を始める以前から、精神障がいがある子どもの両親が亡く
なった後、いわゆる「親亡き後」の相談の中で、両親が所有する不動産の取扱いについての相談
も多かった。

退院後の住まいについての精神障がい者の悩み

• 精神科病院から退院した後の住まいの確保が難しく、偏見や無理解によるものであったり、入居
を拒まれたケースが少なくなかった。

平成29・30年度国土交通省補助事業

• 精神障害者特有の家族・親子関係から、家族はいても連帯保証人を確保できず、入居契約まで
話が進まないという相談も多かった。

56.5%

54.3%

34.8%

28.3%

30.4%

13.0%

病気がある、入居後に支援が必要

所得が低い・借金がある

立地や設備の条件が限定的である

他者とのコミュニケーションが苦手

保証人がいない

家族とのトラブルを抱える

◯相談者が住まいを探す上での課題（複数回答）◯相談者の属性（複数回答）

8

11

13

17

4

8

一般

生活保護

高齢者

障害者

DV

その他

（参考） 平成29年度すまサポおかやまでの相談内容（住まいの確保に関する相談57ケースの状況）

（1年間の相談対応を通じて）



住まいと暮らしのサポートセンターおかやま事業概要

【事業実施の背景】
 岡山県の空き家数は全国9位、増加率は全国
2位であり、空き家問題が深刻

 特に県東部や県西部の空き家率は約25%と高
く、これらの地域の高齢化率は約40%

 高齢の空き家所有者は空き家の利活用意欲
が低く、放置されることも少なくない

 一方で、岡山市の特養待機者は6千人を超え
るなど、住まい不足は深刻

【事業の特徴】
 高齢者等が所有する空き家又は今後空き家と
なるおそれがある住宅の利活用と住宅確保要
配慮者の住まい対策を両立

 岡山県宅地建物取引業協会とおかやま入居支
援センターを中心に、多様な専門機関が連携

 住宅確保要配慮者が入居後のサポート体制を
構築し、住宅確保要配慮者向け住まいとして活
用されやすい環境を整備

【相談窓口】
＜住まいと暮らしのサポートセンターおかやま＞

 おかやまＵＦＥ、岡山県宅地建物取引業協会、おかやま
入居支援センターを中心とする相談体制

 相談内容に応じて住宅に関係する専門家の団体の他、
弁護士事務所、地域医療、福祉、銀行等の多様な専門
家が助言

 常設の相談窓口及び月１回の出張無料相談会を開催

【その他の事業】
 仲介業者や物件所有者からの住宅確保要配慮者の入
居に関する相談や入居後のサポート体制を構築し、入居
後の退去リスクを軽減し、賃貸人の不安を解消

 入居者の状況変化に応じた適切な住まいを提供

（総合相談窓口の実施フローなどのイラスト）
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事業のポイント

空き家の利活用に関連する様々な悩み
に対応するための体制づくり

ポイント１

地域が一体となった住宅確保要配慮者の
住まいを確保するための体制づくり

ポイント２

（現状）
理解のある有志の団体・事業者が個別に支援

（課題）
・ 相談者の属性や相談内容によっては、相談を受け付けた
団体・事業者では解決できないことも

・ 担当者の異動や事業者の経営判断によって、対応可否
が変化することがあり、長期的には不安定

（現状）
空き家の利活用は、改修やリフォームなど「建物」に関する
支援が中心

（課題）
・ 利活用するためには、所有者の家財や残置物の整理が
課題となることも

・ 高齢所有者が多く、相続、認知症、住替支援などの課題
を一体的に解決する必要性も

住宅・福祉・司法等、多様な業種の団体・事業者が連携する支援体制の整備

総合相談窓口がニーズを把握し、対応でき
る機関につなげることで、１団体では対応
が難しかった複雑な相談でも、迅速に適切
な支援につなげることが可能に

業界団体の連携による「支援体制」として整
備することで、住宅確保要配慮者への支援に
理解のある事業者を地域で充実し、将来につ
ながる支援体制づくりへ 19



２．相談窓口の相談員

資格 氏名 所属

弁護士 水谷 賢 岡山パブリック法律事務所 岡大支所（支所長）

弁護士 井上 雅雄 岡山パブリック法律事務所

弁護士 小堺 義弘 岡山パブリック法律事務所 津山支所

弁護士 木島 紗千恵 岡山パブリック法律事務所 津山支所

医師 大森 文太郎 万成病院 名誉医院長

医師 山本 昌知 元精神科診療所こらーる岡山

社会福祉士 今岡 清廣 今岡社会福祉事務所

社会福祉士 長鋪 隆光 ながしき社会福祉事務所

行政書士 大渕 卓子 行政書士大渕法務事務所

社会保険労務士 栗坂 節子 栗坂社会保険労務士事務所

大学教授 鈴木 靜 愛媛大学法文学部人文社会学科

大学教授 長崎 和則 川崎医療福祉大学医療福祉学部医療福祉学科

宅地建物取引士 阪井 ひとみ 阪井土地開発株式会社

マンション管理士 藤井 操一郎 阪井土地開発株式会社

宅地建物取引士 永松 千恵 阪井土地開発株式会社

相談窓口の概要
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名称 住まいと暮らしのサポートセンターおかやま（すまサポおかやま）

所在地 岡山市北区東古松2-2-9 うてんて内 ⇒ 岡山市北区大供表町14-2 ふたば１階

窓口対応 平日10時～1５時まで （FAX、E-mailは24時間受付）

相談対象
◯住まいや空き家の活用をご検討の方
◯高齢者や障害者など、自ら住まいの確保が難しい方

相談内容
【住まいの活用】 空き家の活用、住み替え、リフォーム、売買等
【住まいの確保】 住まいに関する相談、入居後の生活に関する相談

１．概要

３．主な連携団体

分類 団体名

関係団体（住宅）
岡山県宅地建物取引業協会
高齢者住宅財団

関係団体（福祉）
岡山県社会福祉協議会
岡山市社会福祉協議会

NPO法人

岡山県就労支援事業者機構
岡山高齢者障害者支援ネットワーク
岡山未成年後見支援センターえがお
おかやま入居支援センター
岡山・ホームレス支援きずな
子どもシェルターモモ
さんかくナビ
ほっと岡山
フードバンク岡山

民間企業

おかやま信用金庫
香川銀行
日本政策金融公庫
ケンジャミン・フランクリン

行政

岡山市都市整備局住宅・建築部住宅課
岡山市市民協働局市民協働総務企画課
岡山市保健福祉局保健福祉企画総務課
倉敷市被災者見守り支援室



住まいと暮らしのサポートセンターおかやま

＜企画・運営＞
NPO法人おかやまUFE（岡山市北区東古松2-2-9）

■営業時間 相談窓口 平日10時～1５時まで
■場 所 岡山市北区大供表町14-2 ふたば１
階

※ 改修工事のため、昨年度とは場所が異なります。
（令和２年６月頃うてんてへ戻る予定）

■お問い合わせ
電話 086-231-0841（10時～15時）
FAX 086-231-0842（24時間）
MAIL sumasapo＠utenti.click（24時間）

住まいや空き家の利活用をご検討の方や
住まいの確保が難しい方の相談窓口

すまサポおかやま
住まいと暮らしのサポートセンターおかやま

平成29・30・令和元年度国土交通省補助事業

～ 相談窓口について ～

全国的に空き家が問題となっていますが、
岡山県では全国的にも速いペースで空き家
が増加しています。

相続したけど県外に住んでいるから、更地
にするよりも税金が安いから、便利な場所
に住み替えたからと、理由は様々です。

一方で、高齢や障がいなどの理由で賃貸住
宅への入居を断られ、安心して生活できる
住まいが見つかりにくい人たちがたくさん
います。

思い出の詰まった住宅を朽ちさせないため
に、高齢や障がいなど、どのような事情が
ある方でも、安心して生活できる場所を見
つけられるように、

NPO法人おかやまUFEでは、このミス
マッチを解消するための総合相談窓口を開
設し、住まいの確保が難しい方や空き家の
管理運営にお悩みのオーナー様の相談に一
緒に考えていきます。

NPO法人おかやまUFEは、
すべての人が安心して、その人らしい生活
を送ることができる地域社会の形成に寄与
するため活動しています。

すまサポおかやまを通じて、
岡山市や地域の様々な関係団体・関係機関
と連携して、空き家の活用や住まいの確保
の問題解消に努めます。

協力 ：岡山市
おかやま信用金庫

ふたば

― 出張無料相談会 ―

■日時 毎月第２木曜日 13時～16時ま
で
■場所 ひまわり福祉会館（北区大供2-4-25）

■相談体制
岡山県宅地建物取引業協会【不動産】
岡山市社会福祉協議会【介護・福祉】
おかやまUFE【弁護士等の専門家】

※事前予約制
（当日受付も可能ですが予約者優先です。）

※開催日はHP等で随時お知らせします。

★



住宅や空き家をお持ちの方

■ 空き家の相談
「空き家をどうにかしたいけれど、売却したらいい
のか、賃貸したらいいかわからない」
などの声に適切なアドバイスをします。

■ リフォームや改修の相談
「老後も住みやすい作りにしたいけれど、どのよう
に改修したらいいのかわからない」
など、ちょっとした住まいの不便でも我慢をせずに
ご相談ください。

■ 住み替えの相談
「高齢になっても生活しやすい便利な場所に住み替
えたいけど、今の自宅はどうしよう」
などのお悩みに、管理や利活用など、ご希望にそっ
た対応方法をご提案します。

■ 相続の相談
「自宅をどのような形で相続したらよいかわからな
い」
「病気や障がいがある子どもたちが相続したら、自
宅の管理・運用や税金はどうしよう」
などの疑問や不安に、一緒に考えます。

■ 不動産売買の相談
「所有している土地や住宅を適切に管理・運用でき
ない等の理由で売却したい」
「住み替えのために中古の戸建ての住宅やマンショ
ンを買いたい」
などの相談にお応えします。

平成29年10月から始まった
新たな住宅セーフティネット制度に関する
ご相談にもお応えします。

例えば、
■「住宅確保要配慮者※の入居を拒まない賃貸
住宅」の仕組みや補助金について知りたい

■住まいの確保が難しい方にお部屋を貸した
いけれど、どのようなことに配慮する必要が
あるのか知りたい

■高齢者や障害者の入居中のトラブルを防ぐ
ためにできることや、対応方法が知りたい

※住宅確保要配慮者とは
低額所得者、高齢者、障害者、子育て世帯の方、
ホームレス、シングルマザー、ＤＶ被害者など、
住宅の確保に特に配慮を要する方を指します。

住まいが見つからずお困りの方

■ 住まいに関する相談
高齢や障がいなどの理由で入居を断られ住居の
確保が難しい方に、入居できるお部屋の紹介の
提供を行います。

■ 入居後の生活に関する相談
入居後に安心して生活し続けるために必要な生
活支援サービスのご紹介や、健康状態の変化な
どによる住み替えのご相談等にお応えします。

・空き家の管理や処分に困っている

・住み替えにともない住まなくなる
今の自宅について相談したい

・空き家を障害者の住まいに活用して欲しい

・高齢で住まいが見つからず困っている

住まいに関する様々な不安や悩みに、
ひとりひとりの希望や願いに寄り添った
より良い暮らしにつながるように一緒に
考えます

住宅をお持ちの方 住まいをお探しの方

すまサポおかやまの相談体制

それぞれの専門的な立場からお手伝いします

利活用の
ご提案

住まいの
ご提案相談 相談

すまサポおかやま

岡山市 関係団体
おかやま
信用金庫

連携・支援・助言

すまサポおかやまでの取組は、国土交通省HPに掲載されています。

国土交通省 多世代交流型住宅ストック活用推進事業検索

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tasedai.html



○空き家のステージ（一例）

【建物】活用できる
【所有者】要望確認可能
【税金】納税
【治安】心配なし

【建物】活用しずらい

【所有者】連絡不能傾向
【税金】未納が出始める

【治安】市民から苦情が
行政へ出始める

【建物】活用できる
【所有者】連絡可能
【税金】納税
【治安】心配出始める

【建物】活用できない
【所有者】連絡不能
【税金】滞納

【治安】不審者、放火の
危険性

年を取る（高齢化）
築年数の経過（老朽化）

・体調不良・疾病
・家が使いにくい
・家が古くなる
・維持費がかさむ

住み続ける 住み替える

バリアフリー
改修

空き家発生

高齢に伴う空き家発生のフローと空き家のステージ

■ステージ１

・持家で暮らしているが、老人ホームや施設
等への入所や住み替えを検討をしている
者。

・自宅で暮らしていて、不自由さを感じている
けれども改修や修繕の相談を誰にしてよい
かわからない。

■ステージ２

・誰も住んでいない建物（空き家）がある。（風
通しをするために様子を見に来ている）

・庭の手入れが行き届かず、窓ガラス・屋根・
外壁等の修繕箇所が確認できる。

■ステージ３

・草木の繁茂。建物で暮らしていないことが明
らかなほどの損傷がある建築物。

・人が暮らさずに数年経過しており、これから
また人が住むためには大規模修繕が必要。
・近隣への害虫・治安等影響

■ステージ４

・大量の不法投棄をされ、改修より解体を余
儀なくされる建築物。

・建物の隣地や道路への倒壊の危険性があ
る建築物。主な相談対象の範囲 23



新築 空き家(非管理) 倒壊空き家(管理) 廃屋

○こまめな手入れ
（手入れの方法や修繕の必要
性啓発に関するアドバイス）
○定期的にメンテナンス
○「いえカルテ」など、家の情報
の一元管理（品質情報、リフ
ォーム情報）

○自己管理
○委託管理
○流通市場
（賃貸、売買）
○再利用
（リフォームなど）

○所有者への働きかけ（
→管理→流通市場）
○所有者の確認
（空き家調査）

○空家等対策の推進
に関する特別措置
法などにより対応

【現状】
○ 個人所有の住宅の適切な管理や利用について、法律や条令で強制力を持たせることは困難
○ 個人所有する住宅の適切な管理方法について、相談できるところがない
○ 不動産（住宅）の流通の意思がない所有者が多く、不動産への相談につながらない

住宅状況の各段階において必要な対応

必
要
な
対
応

早い段階からの所有者の意識啓発が重要

（低） 利活用のコスト （高）

24



空き家の様々な活用例

用途区分

利用者 住宅系 コミュニティ施設 福祉施設
文化施設
商業施設

観光 その他

個人
住宅
別荘

企業
事業所

社宅
保養所
福祉施設
デイケア施設

文化施設
ギャラリー

旅館
民宿
シェアハウス
ゲストハウス
店舗
レンタル収納ス
ペース

オフィス
サテライトオフィ
ス

自治組織 体験宿泊施設
集会所
交流施設

いきいきサロン

イベント会場
井戸端サロン
創作活動施設
体験学習施設

観光案内所

ＮＰＯ
など

シェアハウス
ゲストハウス
シェルター

交流施設 体験学習施設

行政

お試し住宅
アーティストレジ
デンス
体験宿泊施設

コミュニティ施設
行政サービス施設
交流施設

福祉施設
デイケア施設

文化施設
体験学習施設

観光案内所
道路整備
公園整備

【参考・出典】 空き家問題の対策に向けて ～空き家問題へのアプローチと取組事例～（平成26年3月）：福岡県住宅計画課

○空き家には様々な活用方法があるが、この事業では、個人の住宅としての利用のほか、民間の宿泊施設や
シェアハウス、福祉施設やいきいきサロン（通いの場）としての利活用に係る支援を想定

25



相談業務における業務フロー①

相談窓口 業界団体

相談者

事業者

【助言】

相談者の意向を伺い、第三者の立場
から、より適切な活用方法を提案

【紹介】

提案内容を踏まえ、相談者が安心し
て相談できる事業者をリストから紹介

【支援】

ひとりで進めることが難しい方は、事
業者との交渉をサポート

①相談

②活用方法を提案
⑤協力事業者リストをもとに
施行事業者を提案

⑥交渉をサポート

③協力事業者リストの
提供を依頼

⑥紹介した事業者
に相談・依頼

⑦工事等の実施

【工事等の実施】

相談者が安心して相談できる、相談
者に寄り添った懇切丁寧なサービス
提供

あらかじめ業界団体から相談窓口に対して協力事業者リストを提供し、この情報をもとに、相談窓口におい
て、安心して相談できる事業者を提案

④協力事業者リストを提供

（優良事業者の把握）

【協力事業者の取りまとめ】

この取組に賛同し、安心して相談でき
る会員事業者をリスト化し、相談窓口
に情報提供

（その他必要に応じて）

・専門的な知見を要する案件につい
て、専門家の立場から助言

・協力する会員事業者の拡大に向け
た普及啓発

26



相談業務における業務フロー②

相談窓口 業界団体

相談者

事業者

【助言】

相談者の意向を伺い、第三者の立場
から、より適切な活用方法を提案

【紹介】

提案内容を踏まえ、相談者が安心し
て相談できる事業者をリストから紹介

【支援】

ひとりで進めることが難しい方は、事
業者との交渉をサポート

①相談

②活用方法を提案
⑥交渉をサポート

③優良事業者の
斡旋を依頼

⑥紹介した事業者
に相談・依頼

⑦工事等の実施

（その他必要に応じて）

・専門的な知見を要する案件につい
て、専門家の立場から助言

・協力する会員事業者の拡大に向け
た普及啓発

【優良事業者の紹介】

相談窓口から情報提供された利活用
内容を踏まえ、安心して相談できる事
業者を紹介

【工事等の実施】

相談者が安心して相談できる、相談
者に寄り添った懇切丁寧なサービス
提供

利活用内容に応じて、相談窓口から関係する業界団体に優良事業者の紹介を依頼し、依頼を受けた業界団
体が、安心して相談できる事業者を相談者に提案

⑤優良事業者を紹介

④工事等実施の
意向確認・依頼

27
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【事例ケース１】

■ 所有者：県外所有者 ■相談者：仲介業者
■ 物件所在：岡山市北区
■ 築年数：築５年 平屋民家
■ 用途制限：なし ■ 間取り：４LDK
■ 現況：空き家（平成28年居住実態なし）所有物有。

長年空き家だったため、野良猫が室内で住んでいた。

＜相談者の意向・相談内容＞
○ 空き家を賃貸として貸し出したい
○ 所有者は実家を相続したが、荷物の片付けができていない。
○ 所有者の荷物は破棄せず、家屋を改修して利用してもらいたいが、古い平
屋の家屋であり、借り手が見つからない。

＜改修内容＞
■ 利用者：一括借上（駐車場を含）転貸借をして、複数の団体が場所を利用。
■ 改修費：1,400千円（借主負担）
■ 改修箇所：白蟻対策・瓦修理・外壁修理・庭木・生垣処分・室内壁（綿壁から板壁）・畳工事

床（フローリングへ改修）・建具修理・エアコン・照明取付
■ 用途制限：なし
■ 賃料：10万円/月

相談受付

活用提案

物件管理

＜支援の流れ＞

・家主側の宅建業者からの相談。空き家の活用方法に困っている。

・一括借上し、他用途への活用を提案。
・空き家内の荷物は１部屋に収納し、残りの部屋をレンタルスペースとして利用。

・借主が所有物片付けをB型作業所に依頼。
・建物の修繕のための改修工事について、複数の施工会社へ発注を支援。
・金融機関と調整し、改修工事費（140万円）の融資を支援。

・レンタルスペースとして運営
（活用例） 町内会の会合の利用、特殊学級に通う子どものお母さんの会、障がい者による当事者カフェ 等

サポート



29

【事例ケース２】

＜改修内容＞
■ 改修箇所：2つのシャワー室を増設し、畳・瓦・外壁塗装・雨漏り防水工事
■ 改修費：５,０００千円
■ 用途制限：寄宿舎
■ 入居開始日：平成２８年１２月～
■ 契約率： ４５％（９／20部屋）
■ 利回り：２５％（満室想定）
■ 家賃：１０,０００円／月 （内４部屋は,８,０００円から１６,０００円）
■ 利用者： 売却後は、シェアハウス（男性のみ）として利用

【原則】生活保護利用者入居不可
年金受給者及び学生等、自力で生活することを考えている人
刑余者・ホームレス・社会で生きづらさ（金銭で困難）を感じている人
認知症の者、精神科病院長期入院者の退院訓練（5部屋）

■ 所有者：東京在住の大学教授 ■ 相談者：同左と購入元の不動産会社
■ 物件所在：岡山市北区 ■ 築年数：昭和４９年４月
■ 用途制限：寄宿舎
■ 部屋数：２２戸（和室：4.5畳間から12畳間まで）押入付
■ 施設：共同キッチン・共同浴槽付きB（3つ）T（2か所）・共同洗濯機

・共同リビング・共同洗面台
■ 家賃：３０,０００円／月
■ 現況：東日本大震災の避難者の受け入れ先として購入し賃貸

避難者は一時的に利用したものの時間の経過とともに空室率が増
近くに大学が2つあり、 購入以前は学生用寄宿舎

＜相談者の意向・相談内容＞
○ 売却したい。
○ 東日本大震災の避難者の入居を対象としたものと特定せず、住宅確保要配慮者の住まいの確保に役立てる方向とし

てほしい。
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相談受付

活用提案

今後の展開

＜支援の流れ＞

・家主側の宅建業者からの相談。売却して、社会的弱者のための住まいとして活用してもらいたい。

・低所得者などの社会的弱者向けのシェアハウスとしての活用を前提とした売買契約を提案
（土地建物購入費700万円、改修費500万円）

・改修工事の実施（シャワー室増設、畳の張替、外壁・防水工事等）
・社会的弱者向けのシェアハウスとして、家賃月10,000円（標準）にて運用

・新たな住宅セーフティネット制度における「入居を拒まない住宅」への登録を検討中。
（登録への懸案事項） 耐震工事やスプリンクラー設置の要否、最低居住面積水準のクリア 等

・売買契約の成立による所有者移転に伴い、登記等の諸手続を支援
サポート

物件管理

（参考） 改修物件の間取り図



相談者として想定される住宅確保要配慮者の範囲

【公営住宅法】で定める者
① 低額所得者（月収15.8万円（収入分位25％）以

下）⇒世帯年収が単身世帯297万円以下、二人世

帯351万円以下の者

② 被災者（災害救助法適用市町村に住居を有してい

たものであり、発災後３年以内）

③ 高齢者（65歳以上の者）

④ 障がい者（身体障がい者手帳、療育手帳、精神障

がい者保健福祉手帳又は自立支援医療受給者証を所

持する者）

⑤ 子ども（18歳未満）を養育している者（ひとり親

家庭を含む。）

⑥ 住宅の確保に特に配慮を要するものとして国土交

通省令で定める者

法律で定める者

外国人 等

（条約や他法令において、居住の確保に関する規定
が定められている者等）

⇒技能実習生や介護職の担い手として来た外国人労
働者

東日本大震災等の大規模災害の被災者
（発災後３年以上経過）

都道府県や市町村が供給促進計画において定める者

国土交通省令で定める者

※ 現行の国土交通大臣が定める基本方針では、 地域の住
宅事情等による者として以下のものを例示している。

中国残留邦人、海外からの引揚者、ホームレス、被生
活保護者、失業者、新婚世帯、原子爆弾被爆者、戦傷
病者、ハンセン病療養所入所者等、犯罪被害者、DV被
害者 等

→ 本事業では、上記の法令で定める者に加え、保護観察所・更生施設とも連携し、社会
復帰・自立に向けた住まいの確保についての相談も受け付ける予定 31
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住まいと暮らしのサポートセンターおかやまの相談体制（概要）

協力団体／専門家

（敬称略・順不同）

空き家等の所有者

（事業者・職能団体）
岡山県建設業協会
岡山県建築士会
岡山県住宅リフォーム協同組合
岡山県弁護士会
岡山県税理士会
岡山県司法書士会
岡山県社会福祉士会
岡山県社会福祉協議会
岡山市社会福祉協議会
高齢者住宅財団

岡山市、倉敷市、津山市、玉野市、瀬戸
内市、
岡山市心の健康センター
地域包括支援センター
岡山県精神保健福祉センター
岡山県女性相談所
岡山保護観察所

住まいの確保にお困りの方

利活用方法等の
検討・提示

事業者の紹介
入居後の生活支援

相談

岡山県
居住支援
協議会

相談
支援

（金融機関）
おかやま信用金庫
香川銀行
日本政策金融公庫

（法律・権利擁護）
岡山パブリック法律事務所
岡山高齢者障害者支援ネットワーク
岡山未成年後見支援センターえがお
おかやま入居支援センター
岡山ホームレス支援きずな
子どもシェルターモモ
さんかくナビ
ほっと岡山

（食糧・生活支援）
岡山けんかれん
ケンジャミンフランクリン
フードバンク岡山

支援要望
情報共有

支援要望
情報共有

不動産業者

物件登録

閲覧･助言

情報提供
相談

■相談窓口：平日10時～15時、電話、FAX
■相 談員：弁護士、宅建士、社労士、社会福祉士

総合相談窓口

要配慮者が入居できる物件

一般の物件

相談
依頼

岡山県宅建協会



要配慮者が入居後の家主等へのサポート体制づくり（平成30年度モデル的取組）

住宅確保要配慮者

相談窓口

転居・入居支援 日常的な相談対応

要配慮者が入居する物件の
家主・不動産業者

岡山市社会福祉協議会

定期的な安否確認

緊急時の取りまとめ

岡山市

困りごと、緊急対応が必要な案件

障害福祉・介護福祉
サービス等の利用支援

支援・助言相談

対応依頼対応依頼

■相談員：弁護士、宅建士、社労士、社会福祉士

状
況
報
告

状
況
報
告

支
援

支
援



（概要）
○ 住まいに関する無料相談会の新たな実施形式として、岡山県宅建協会と岡山市社協内で相談窓口を開設
○ 住宅と福祉の関係団体がお互いの拠点において相談活動を行うことで、関係団体間の相互交流や実践力向上、ワンストッ

プでの課題解決を可能とする。

（相談会開催場所）
〇場 所：ひまわり福祉会館（岡山市社会福祉協議会）

岡山市北区大供２丁目４－２５
〇開催日：毎月第２木曜日 13時～16時まで
〇要予約：086-231-0841 （事前予約制）
（相談体制）

不動産×福祉×行政の連携による住宅斡旋体制
令和元年度国土交通省多世代交流型住宅ストック活用推進事業

○ 自宅の売買、賃貸物件への入居などの場面では、「相続時の権利関係が複雑」、「所有者と家族とのトラブルがある」、
「介護や支援が必要」等、何かしらの課題を抱えているために、売買や利活用を妨げている場面が少なくない。

○ 要配慮者の住まいに関する様々な取組があるが、多面的・重層的な課題を抱える相談に対して、十分に対応できないことも
少なくない。このため、相談者（不動産業者、支援者、入居者等）にとって信頼できる相談先として認知されていない。

■現状（課題）

〇要配慮者への住まいに関する課題に地域全体での取り組みを進め、要配慮者に住まいを提供する不動産業者の充実を図る。
〇住宅セーフティネット制度（登録住宅や居住支援法人）の活性化を図ることで、空き家等の流通の促進と要配慮者等が住み
たい場所で暮らせる地域づくりを可能とする。

【新】「住宅と福祉の関係団体における相互交流による相談会」の開催

分野 団体名

住まい (公社)岡山県宅地建物取引業協会

暮らし 岡山市社会福祉協議会（寄り添いサポートセンター）

コーディネート 住まいと暮らしのサポートセンターおかやま（すまサポ）

市社協

社協
相談員

宅建協会
相談員

宅建協会
相談員

派遣

相談者

相談

すまサポ

宅建協会

連携

サポート

（イメージ）

（すまサポ連携先）
病院、介護・福祉
NPO、金融機関

協力依頼 サポート

すまさぽ
相談員

（協力）
岡山市都市整備局住宅・建築部住宅課
岡山市保健福祉局保健福祉部保健福祉企画総務課
岡山市保健福祉局障害・生活福祉部生活保護・自立支援課



■広報



【不動産屋さん】お部屋探しからお部屋に入るまで

不動産会社

来店・お部屋探し

内見・案内

ご契約

入居申し込み

審査結果の連絡

ご入居

鍵渡し

手配事

契約費用の支払い

入居審査

ご入居者さん

ポイント
生活をイメージして、家賃・間取り・立地・
設備などの希望があると探しやすい。

１ １

２ ポイント
お部屋は自分の目で確認することが大
切。交通機関や近所の雰囲気も確認。

お部屋の使い方のきまりや、地域のルー
ルを確認。よくあるトラブルも聞いてみる。

２

３

家賃債務保証会社と契約

連帯保証人を頼める人に連絡

連帯保証人を頼める人がいる

連帯保証人を頼める人がいない

連帯保証人が準備するもの

身分証明書
運転免許証、パスポート、

住民票、マイナンバーカード

印鑑証明書 実印

連帯保証人をお願いする
のはこんな人

◯ご家族（両親、兄弟など）

◯このほか、支援者の連絡先を必
要とすることもあります。
（例）
・医療・介護関係

ケースワーカー、ケアマネ、相談
支援専門員、訪問看護、ヘル
パー、精神保健福祉士、医師
・権利擁護・金銭管理関係

弁護士、司法書士、行政書士、
社会福祉士

※家賃債務保証会社を利用する不動産会社さんがほとんどです。提出書類や情報は、家賃債務会社により異なります。
ただし、ご本人さんと連帯保証人さん等へ連絡が入りますので、必ず連絡がとれる電話番号を記載してください。

契約に必要なもの
（ご入居者さんが用意するもの）

身分証明書
運転免許証、パスポート、
住民票、マイナンバーカード

銀行印 預金通帳

ポイント
入居申込書に記入。契約するときには、
身分証明書や印鑑などが必要です。

３

連帯保証人さん

ポイント
電気・ガス・水道会社に連絡をして、利用
手続を行ってください。ガスの開栓には立
会いが必要なので、希望日時を決めてか
ら連絡しましょう。

44

ポイント
入居前に、居室に不具合等がないか確
認。

損傷や不具合などがあれば、管理会社に
相談をしてから入居しましょう。

5
5

□ドアや窓、収納扉の建付け
□フローリングや畳の汚れ、傷み
□換気扇の動作
□水まわりの漏れや流れ具合
□ベランダの汚れ
□排水溝の詰まり

入居前に確認する
お部屋のポイント



Ｚ

【すまサポ】入居前から契約に至るまで、入居後の支援

協力機関
すまサポ
おかやま

不動産会社

Ｚ

38

⑤物件探し

【身元確認】

•入居申込者の支援体制の状況を確認する。

•本人のために不足していると思われる専門家
がいれば、協力団体にお願いをする。

→医療・保健・福祉等の支援者と連携

⑥申込・審査

身元保証

収入確認

•家賃扶助・生活保護受給等行政サービスを受
けている者や、医療や福祉とのつながりが必要
な者の場合には連携を図り、情報共有を行う。

→医療・保健・福祉・行政と連携

⑦説明・契約

【金銭保証】

•金銭トラブルやレンタルビデオ、携帯電話通話
料等の踏み倒しがなければ、審査の承認を得
やすい。

•緊急連絡先の確保が必要。

→家賃債務保証会社、支援者と連携

⑧入居

•契約審査は、所得確認や保証人など定型

•入居契約までの流れにおいて必要な関係機関
との連携を図る中で支援体制を構築し、入居後
の生活支援等を継続的に実施。

•入居後は、関係者で情報を共有し、各団体の役
割の範囲で必要な支援を実施。

•将来、本人が住み替えを必要としたときも、抱え
込むことなく、この連携体制の中で解決を図る。

住まい探しの
相談

１

新たな
住まいに入居

８

情報提供
助言

３

状況確認
意見照会

２

入居後は情報を共有し、連携して生活を支援

住まいの
提供を依頼

４

物件探し

５

入居申込
入居審査

６

重要事項説明
契約手続

７

必要に応じて

・情報共有
・相談・助言

・専門家・協力
団体を照会

照会や協力依
頼に応じて

・情報提供
・相談・助言

・社協で実施す
る福祉サービ
スの提供

・専門家・協力
団体を照会

■物件探し～契約に至るまで



【住まいの確保】相談・支援したが契約に至らなかった事例

相談者 属性 契約に至らなかった理由

65歳（男性） 単身高齢者 ○単身高齢者。子供は７人いるが、誰も連帯保証人になり手がいない。
○年金収入もあり滞納歴もなかったが、家賃債務保証会社との保証契約

を結べなかった。
○連帯保証人や緊急連絡人として、友人や支援者とすることも提案した

が、頼める人が見つからず、契約できなかった。

20代（女性） 精神障害者 ○定職があるが、金銭管理が苦手で、家賃や携帯電話の滞納歴あり。
○不動産業者は契約に前向きだったが、滞納歴があるために家賃債務保

証会社との契約ができず、携帯電話の契約ができないため、本人との
連絡手段も確保できず、契約できなかった。

50代（男性） ホームレス ○車中泊で、犬１匹あり。
○定職はなく、生活保護受給にあたり住まいが必要。
○立地や間取りの要求水準が高く、ペット可物件を要望したため、本人

の収入（住宅扶助）では、希望を満たす物件を確保できなかったが、
あくまでも物件の条件を妥協しなかったため、契約できなかった。

60代（女性） ペット可物件 ○60代の母親と30代の息子との世帯
○親子で自営（美容室経営）であったが、ペットの数が多すぎて（犬３

匹、猫7匹）、不動産を貸してくれる業者さんがいなかった。

80代（女性） 高齢者と息子
夫婦とペット

○80代の本人と息子夫婦の世帯
○年金収入があり、息子も自営（飲食店経営）家賃債務保証会社との契

約も可能であったが、住みたいエリアとペット可物件の家賃相場が合
わなくて、提案できなかった。

平成30年度すまサポ相談事例（一部抜粋）



住宅確保要配慮者に住まいを提供する不動産業者等の新たな開拓

○ 障害者、生活困窮者、虐待、ＤＶなどの課題を抱えている方が、自立した生活を送るためには、介護や医療・福祉による支援とともに、生活の基盤である住まいの確保が
必須。

○ 一方、課題を抱えているケースは、①身寄りがなく、緊急連絡先や保証人がいない、②低所得者や滞納歴があるなど家賃の継続的・安定的な支払いに不安があると
いったケースが多く、民間の不動産業者との契約が困難。

○ このため、現実的に相談できるのは、要配慮者への住まいの提供へのノウハウや経験を有するNPO法人や一部の不動産業者（※）に限られ、これらによる受入れが困
難な場合は打つ手がほとんどないのが現状。

現状と課題

不
動
産
事
業
者

の
課
題

生活困窮者等で、滞納歴がある、連帯保証人がいな
い、金銭管理ができない、といった場合は、家賃等の
収入を得られないリスクの存在。

特に、精神・知的障害や刑余者などは、健康上や近
隣とのトラブルが少なくないが、夜間・休日も含めて随
時・迅速に対応する相談窓口（ケアマネや相談員
等）がない

入居者が居室内で孤独死し、その後一定期間発見
されない場合、清掃や残置物の撤去に多額の費用
がかかる。また、「事故物件」として告知義務や家賃
の引き下げを余儀なくされる

・成年後見制度、日常生活自立支援事業の活用
・入居時に確実に家賃が支払われるルール作り（自
動引き落としなど）

緊急連絡先の登録
少額短期保険等を活用した、月額利用料の支払い
で死後事務の実施

対
応
（
案
）

契約時：保証人や連絡先の確保 入居中：トラブルへの対応 退去時：死亡時の対応

まずは、岡山県宅地建物取引業協会とNPO法人おかやまUFE（住まいと暮らしのサポートセンターおかやま）に住まいの確保に苦慮する個別ケースの相談をしな

がら、新たな不動産事業者の開拓を進め、住まいを提供する不動産事業者等が要配慮者が受入れ可能となる住まいと福祉のルール作りを行う。※ケースによっ
ては不動産業者も含めたケース検討会を実施する。

具体の進め方

相談支援包括化推進員
（厚労省モデル事業）

②医療・福祉の支援体制の構築
・定期的な訪問者の選定
・緊急時の対応者の選定 など

相談機関
地域包括支援センター、保健センター、福祉事務所、ここ

ろの健康センター、こども総合相談所など

寄り添いサポートセンター

権利擁護センター

地域支え合い推進員

社
協

連携

①住まいに苦慮するケース相談

岡山県宅地建物取引業協会
〇要配慮者の相談可能な業者・物件

のリストアップ

不動産事業者
Ａ

不動産事業者
Ｂ

不動産事業者
Ｃ

④相談可能か
打診

⑤相談可能

⑥結果報告

⑦結果報告

連携住まいと暮らしのサポート
センターおかやま

（国交省モデル事業）

③受入可能な業者の相談

出典：岡山市保健福祉企画総務課作成資料（一部改編）


